
以下のとおり、出店します。

場所

第１号様式（１枚目）【出店者　→　主催者】

年　　月　　日

出店概要書（食品提供関係）

※２枚目の注意事項を確認した上で、記入すること。

添付書類：営業許可書の写し（営業許可施設の場合）　※主催者記入：全　　　　施設中　　　番

現地調理内容

販売内容（仕入れた食品や収穫した農作物を販売する場合のみ記入）

仕入先

住所

名称

（団体の場合は、団体名＋代表者名）

取
　
　
扱
　
　
食
　
　
品
　
　
の
　
　
概
　
　
要

品目

食数

調理内容（現地調理する場合のみ記入）

出
店
施
設

名称

形態

営業者

材料

下処理
内容

記載欄

出
店
者

住所

氏名

電話

（予定数）　　　　　　　　　　　　　　　　食／　日

（例：焼きそば）（複数品目扱う場合は、①○○②○○…と記入する。以下同じ。）

　　　組立て式テント　　　　自動車　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

      営業許可施設　（　　　屋台型臨時営業　　　　自動車　　　　簡易固定型臨時営業）

　　　営業届出施設

（営業者は食品の取扱いに応じた許可又は届出が必要です。）

（無許可又は無届出での出店は食品衛生法違反となることがあります。）

川崎市行事における食品の提供に関する取扱要綱



以下のとおり、出店します。

場所

第１号様式（１枚目）【出店者　→　主催者】

出店概要書（食品提供関係）

※２枚目の注意事項を確認した上で、記入すること。

出
店
者

住所
川崎市〇〇区〇〇町１－１－１

氏名

個人：新ゆり　まちこ　店舗責任者●●●●
法人：株式会社新ゆり　新ゆり　まちこ　店舗責任者●●●●
団体：〇〇大学〇〇ゼミ　代表　新ゆり　まちこ
　　　○○市観光協会　会長　新ゆり　まちこ　店舗責任者●●●●

（団体の場合は、団体名＋代表者名）

電話 090－××××ー××××

出
店
施
設

名称 菓子工房××

形態 　　　組立て式テント　　　　自動車　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

営業者       営業許可施設　（　　　屋台型臨時営業　　　　自動車　　　　簡易固定型臨時営業）

記載欄 　　　営業届出施設

（営業者は食品の取扱いに応じた許可又は届出が必要です。）

（無許可又は無届出での出店は食品衛生法違反となることがあります。）

下処理
内容

調理内容（現地調理する場合のみ記入）

材料

食数

添付書類：営業許可書の写し（営業許可施設の場合）　※主催者記入：全　　　　施設中　　　番

取
　
　
扱
　
　
食
　
　
品
　
　
の
　
　
概
　
　
要

品目

➀クリームパン➁スコーン③マフィン➃サンドイッチ
　※キッチンカーは許可取得時に申請した品目
　※屋台型臨時営業は加熱調理品、簡易調理品のうち１品目のみ

（例：焼きそば）（複数品目扱う場合は、①○○②○○…と記入する。以下同じ。）

現地調理内容

販売内容（仕入れた食品や収穫した農作物を販売する場合のみ記入）

仕入先

住所 〇〇県△△市××町1-3-2

名称 斉藤商店

（予定数）　　　　　　　　　120　　食／ 1日

※個人、法人、団体の所在地

※当日の店舗責任者名もご記入ください

※開催日に連絡がつく電話番号を記載

※出店する店舗の名称（屋号）

●「営業許可施設」とは（キッチンカーのみ該当）
①キッチンカー※川崎市内で営業可能な自動車に限る
②テント内で調理販売※屋台型臨時営業の許可必要
●「営業届出施設」とは
次の①～③いずれか１つでも取扱いがある場合
①冷蔵・冷凍状態で販売する
②食品表示に消費期限と記載がある食品を販売する
③農産物を仕入れて販売する

●以下の場合「営業許可施設」「営業届出施設」チェック
不要
①食品表示に常温・賞味期限と記載がある食品販売
②農業生産者※自ら育てている農作物のみ販売

※キッチンカー、屋台型臨時営業のみ記入

※食品、食品(農作物)、農業生産者、キッチンカー記入

キッチンカー、屋台型臨時営業のみ記入
●コップ等に注ぐ、混ぜる、抽出し販売（コーヒー・紅茶な
ど）
→調理行為を含む飲料の提供についても「現地調理内
容」欄に調理工程を記載

自社製造品の場合は許可書記載の
製造所住所、名称を記入

※自動車 （キッチンカー）
営業許可申請時当該自動車で調理可能と確認した
品目を記入

※組み立て式テント・自動車（キッチンカー）
飲料を取り扱う際に調理工程を行わない場合は、品
目名の後ろに記載すること
【例】
●缶や瓶、ペットボトルに包装された清涼飲料水や酒
類を仕入れ、そのまま販売（紙コップを添える場合も
含む）…品目名（市販品のまま提供）

●販売の際、開缶や開栓のみを行い販売（店員が
注ぐなどの行為なし）…品目名（開缶・開栓のみ）

「組み立て式テント」…キッチンカー以外
「自動車」…キッチンカー

屋台臨時営業での出店は事務局から
事前に承認を得た場合に限る
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